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「年末年始のごみ収集日等のお知らせ」の回覧について（お願い） 

 

 師走の候、貴職におかれましてはますます御清栄のこととお喜び申し上

げます。 

さて、新年をごみのない美しいまちで迎えていただけるよう、例年、年末

の「特別収集」および「特別受入れ」を行っており、本年も同封のチラシの

とおり実施することとしております。 

つきましては、お忙しいところ恐れ入りますが、同封のチラシを自治会

内に回覧していただき、自治会の皆さまに周知いただきますよう、よろし

くお願いいたします。 

なお、年末年始はごみの量が非常に多いため、収集時間帯が通常と異な

る場合がありますので、ご承知おき願います。 

記 

【特 別 収 集】  別添チラシのとおり 

【特別受入れ】（家庭ごみの清掃センターへの直接持込み） 

受 入 日 １２月１０日(日)、１７日(日)、２４日(日) 

受付時間 午前 8 時 30 分～11 時 30 分、午後 1 時～3 時 30 分 

※ 年内の清掃センターへの通常(平日)の持込みは、12 月 28 日

(木)までとなっています。12 月 29 日(金)～1 月 3 日(水)は持

込みできませんので、ご注意願います。 

 

 【問合せ先】 

三木市 市民生活部 環境課（担当：業務係） 

TEL：83-2608 FAX：83-2695 

〒673-0402 三木市加佐 1199 (三木市清掃センター) 



回覧 
          

          
 

令和５年度 

年末年始のごみ収集日等のお知らせ 
 

新年をごみのない美しいまちで迎えるため、次のとおり年末の特別収集

を行います。 

また、年始は 1 月 4 日（木）から通常どおりのごみ収集を行います。 

●ごみの収集（市内全地区） 

可 燃 ご み 

収集地区 年末最後の収集日 年始最初の収集日 

月・木地区 12 月 2８日（木） 1 月４日（木） 

火・金地区 12 月２９日（金） 1 月５日（金） 

●収集日の変更（該当地区のみ） 

資源プラスチック・あらごみ・びん 

収 集 地 区 収 集 日 

毎週火曜・金曜日の地区 

第１月曜日・第1 火曜日・第1 水曜日 

（1 月1 日・2 日・３日)の地区 

年末および繰り上げて収集しま

す。 

詳しくは、裏面をご覧ください。 

●ごみの直接持込み 

12 月 28 日（木曜日）まで。 

12 月 29 日～1 月 3 日まで直接持込みはできません。 

※【特別受入日時等】（三木市清掃センターのみ） 

[受 入 日] 12 月 1０日（第２日曜）、1７日（第３日曜）、2４日（第４日曜） 

[受入時間] 午前 8：30 ～ 11：30  午後 1：00 ～ 3：30 

[注意事項] 分別して、降ろしやすいように積んで、お越しください。 

【問合せ先】三木市清掃センター(環境課) 電話８３－２６０８ 

 裏面へ続く  ⤵ 



【三木地区】 栄町・新宿・神明・大開・向陽園
ローレルハイツ三木

○PET・紙パック

○古紙

【自由が丘地区】 あさひが丘（自由が丘本町１丁目）
自由が丘本町２丁目・３丁目

【三木地区】

【別所地区】 正法寺・和田・近藤・朝日ヶ丘・朝日ヶ丘南

【自由が丘地区】 東自由ヶ丘１丁目・あかねが丘・自由が丘北
中自由が丘1丁目・2丁目・白菊

【三木南地区全域】

【三木地区】

城山・ローレルハイツ北神戸・さつき台１・2丁目

　　※回収日が毎月第１回目の火曜日の地区が該当します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が該当します。

○資源
 プラスチック

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が該当します。

○あらごみ

○空きびん

○資源
 プラスチック

○可燃ごみ 　　※可燃ごみの収集日が火曜日・金曜日に該当する地区

  【１２月２９日（金）】の特別収集地区

○あらごみ

　　※　通常通り
　　※　通常通り

南ヶ丘・新広陽・小林・小林桜ヶ丘

  新宿・末広・神明・大開・跡部（市住含）
  加佐東（八幡本含）・加佐西・平田・大村
  ローレルハイツ三木・加佐育英ハイツ
  鳥町・向陽園

【１２月３０日（土）】の特別収集地区

○あらごみ 【三木南地区】

　　※収集日が第１水曜日（1月3日）の地区が該当します。

　　※毎週水曜日の地区が該当します。

令和５年度

鳥町

　　※収集日が火曜日と金曜日の地区が該当します。

　　※収集日が毎月第１回目の月曜日（1月1日）の地区

　　※収集日が毎月第１回目の火曜日（1月2日）の地区

  【１２月２8日（木）】の特別収集地区

　　※可燃ごみの収集日が月曜日・木曜日に該当する地区(通常)

○埋め立て 　　※毎月第４木曜日に該当する地区(通常)

○可燃ごみ

１月２日回収分を前倒し

して回収します


